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くぼ・たかあき
◆１９６０年生まれ（５7才）
◆１９７６年関西大学第一中学校卒
◆１９７９年関西大学第一高等学校卒
◆１９８３年関西大学 商学部卒
◆2010 ～2012 年 関西学院大学

法学部政治学科聴講生
◆(株)栄和 代表取締役
◆家族：妻、一女一男

会派室：尼崎市東七松町１－２３－１

民間の経営感覚で
市政に取り組みます！

「維新の会」は議会改革検討委員会に

1.議員報酬削減 2.議員定数の削減

3.市民に向けた議会報告等 提出

【ご報告 30年度主要事業に新電力活用により】

【30年度 1億2,682万円の効果額】が公表されました。
ちなみに【29年度は2億円の効果額】が計上されました。

《尼崎市全体の電気代が安くなりました。》
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2. 外郭団体への普通財産の貸付料、行政財産の使用料について

3. 地方卸売市場の現状と今後

平成26年9月議会にて、外郭団体に対して3億円以上もの土地、建物の賃料が無償、減額
されていることを質問した結果、昨年1月に外郭団体に対する土地、建物の貸付料の2分の1
を有償とする基準が出されました。しかし、現在もなお9施設が無償、2施設が減免基準によ
り無償です。2分の1減免でこれらを合計すると1億2,372万円となります。無償にしているそ
れぞれの大義名分をお答えください。

「受益と負担の公平性」や「実施事業の公益性」を踏まえ、今日的な視点から検討した結果、外
郭団体にも本市財産の使用の対価を一定負担して頂く必要があると判断し、昨年1月に2分の
1は負担して頂くことを決定しました。しかし、これまで全庁的な判断基準を定めておらず、個々
の団体の設立経緯や経営状況、公益性等から貸付料の見直しを進めているところです。
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